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令和６年第 12回高鍋町教育委員会定例会議事録 

 

１．日  時  令和６年 12月４日（水）午前 10時 00分～午前 10時 43分 

２．会  場  高鍋町教育委員会小会議室 

３．出席委員  奥村 昌美教育長、野﨑 憲次教育長職務代理者、四角目 久美子委員、 

        岩﨑 晃子委員、 榎本 憂子委員 

４．参  与  岩佐教育総務課長、原田教育対策監、寺原教育総務課長補佐、濱本社会教育課長 

５．議  事 

（開会 午前 10時 00分） 

 奥村教育長  只今から令和６年第 12回高鍋町教育委員会定例会を開会いたします。まず１日付け

で榎本さんが教育委員になられましたので御挨拶をお願いします。 

榎 本 委 員 （あいさつ） 

奥村教育長  榎本委員におかれましては特別支援学校に勤務という経験もございますので、その 

ような面からも御意見をいただけるのかなと考えております。よろしくお願いします。 

それでは、議事日程についてお諮りいたします。お手元に配付のとおり、議事を進め 

        てよろしいでしょうか。 

委    員  はい。 

奥村教育長  それでは日程第１「議事録署名委員の指名」を行います。議事録署名委員は、申し 

合わせにより野﨑 憲次委員を指名します。よろしくお願いします。 

野 﨑 委 員  はい。 

奥村教育長  日程第２「会期の決定」です。お手元に配付のとおり、本日、12月４日の１日間 

とすることに御異議ございませんか。 

委 員  はい。 

奥村教育長  それでは会期は 12月４日の１日間とすることに決定いたしました。  

日程第３「前回の議事録の承認について」を議題といたします。議事録について 

は、既に原案を配付いたしておりますが、議事録に記載した内容について御異議ござ 

いませんか。 

委 員  異議なし。 

奥村教育長  御異議なしということで、原案どおり承認することに決定いたしました。 

日程第４「教育長の報告について」を議題とします。お手元に配付の「令和６年 11 

月教育長執務」により御報告いたします。 

 最初の土日に社会教育課関係ですが、秋月三名君フォーラムが朝倉でありまして、

町議会議長と一緒に参加してまいりました。 

 ５日、上杉鷹山公紙芝居が、元米沢市長さんがお見えになって東中、西中で行われ

ました。 

 ８日、高鍋信用金庫様から寄附をいただいております。 

11日、県の教育委員さんが午前中、東中に訪問されました。午後からは皆さん参加

されましたが、県の教育委員と西都児湯教育委員さんとの意見交換がございました。 

12日、高鍋町木城町小中学校音楽祭が行われまして、こちらも皆さんに参加いただ 
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奥村教育長 いております。 

15日、16日に嚶鳴フォーラムがございまして、15日には首長と教育長の会議がご

ざいました。16日の方は、たかしんホールで歴史シンポジウムが行われ、皆さん参加

していただきました。 

23日、これも社会教育課の方ですが、全国藩校サミットが盛岡で開催され、行って

まいりました。高鍋町の今の歴史教育の取組と今後の課題について 10分程度発表して

きました。今後はこれを実現していかなければならないと思っているところです。 

30日、自治公民館親睦ゴルフ大会が開催されて 18組程参加いただいております。 

11月の行事に関しては以上ですが、今日の新聞に、高鍋東小西小でキッズ健康アン

バサダー養成講座というのがあったと掲載されていたと思うのですが、教育委員会の

所管ではないのですが、健康保険課の事業で行われまして、陸上でオリンピックに４

回参加された朝原宣治さん、車椅子ラグビーで３回パラリンピックに出られた三阪洋

行さんに来ていただきました。子どもたちに運動の大切さということで実技指導をし

ていただきました。子どもたちが運動することで、今度はそれを自分の大切な人に伝

えて、家庭でお父さんやお母さんであったり、おじいちゃんやおばあちゃんであった

り、友達であったりに伝えていき、健康な体づくりに繋げていくという授業でした。 

以上で報告を終わります。何か質疑等はございませんでしょうか。  

委    員 （質疑なし） 

奥村教育長  よろしいですか。それでは特に質疑等ないようですので、12月の主な行事につきま 

しては、お手元に配付しております令和６年 12月教育長執務予定でご確認いただけれ 

ばと思います。よろしくお願いします。 

来週から町議会の一般質問があるのですが、歴史教育が結構質問されております。

先ほどの報告の中にもありましたが、三名君フォーラム、嚶鳴フォーラム、藩校サミ

ットと続きましたので、議員さんもですね、非常にその辺を充実させていかなければ

ならないと。高鍋には明倫の教えや精神がありますが、そこに学んだ先人たちのそう

いうことをしっかり子どもたちに学ばせることで、キャリア教育や起業家精神に結び

つけるとか、そういう展開をぜひしてほしいというようなことでの質問がかなりきて

おります。それを、まちづくりと自分の将来を考えるということに持っていくよう

な、高鍋ならではの教育を展開してほしいという思いからの質問が結構きております

ので、今後の取組、考え方を答えていきたいなと思っております。あともう１つ大き

なところで、施設改修ですね。やはり小中学校の校舎改修を急ぎましょうというよう

なことでの質問がきております。こういう計画で進む予定ですという話はしていきた

いと考えております。また詳細につきましては、議会が終わってから御報告をさせて

いただきます。 

それでは、日程第５ 議案第 45号「入学式の期日について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。 

教育総務課長  それでは、議案第 45号「入学式の期日について」御説明をいたします。議案第 45

号の２ページをご覧ください。令和７年度の入学式の期日につきまして、先日、校長

会で取りまとめを行いましたので、学校管理規則に基づき御提案させていただくもの 
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教育総務課長 でございます。入学式につきましては、校長会では、中学校の入学式を４月９日水曜

日、 小学校の入学式を４月 11日金曜日に行いたいということでございました。な

お、補足でございますが、その他の日程につきましては、記載の通りでございます。 

以上、入学式の期日につきまして、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

奥村教育長  只今の説明につきまして、何か質疑等はございませんでしょうか。  

委    員 （質疑なし） 

奥村教育長  よろしいですか。それでは特に質疑等ないようですので、議案第 45号「入学式の 

期日について」は、御承認いただけますでしょうか。 

 委 員  はい。 

 奥村教育長  御異議なしと認めます。よって本案は、原案どおり承認することに決定いたしまし 

た。 

次に、日程第６ 議案第 46号「令和６年度高鍋町一般会計補正予算（第９号）につ 

いて」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

教育総務課長  （資料に基づき説明） 

社会教育課長  （資料に基づき説明） 

奥村教育長  只今の説明につきまして、何か質疑等はございませんでしょうか。 

野 﨑 委 員  議題からそれるのかもしれませんが、光熱水費、例えば東小学校を見た場合、令和 

６年度で見込みも含めて約２千万円ですよね。西中学校が約１千万円ということで、

改めて非常に高額だなという思いがあって。実は自分が 10数年前、他町の小学校にい

た時に、町の議員さんが学校にやってきて、「夕方遅くなっても教室に電気がついて

いる。ある学級は先生が遅くまで仕事をしているのだけど、教室全体の電気がついて

います。どうにかならないでしょうか」ということをおっしゃいました。その時、議

会で光熱水費の話がいろいろとあったのだろうと思いました。自分が現役の頃もそう

ですけども、小学校の低学年はスイッチ係とかがいて、教室を出る時にはそういう係

の子がスイッチを消したりしていました。それでも教室を回っていると、誰もいない

ところも電気がつけっぱなしとか結構ありまして、消してまわったりしていたのです

が、再度ＳＤＧｓの観点から、意識の高揚とか、そういうこともされているとは思う

のですが、更にしていくべきかなと。非常に光熱水費が高額だったので、そういうこ

とを思いました。 

奥村教育長  ありがとうございます。今、野﨑委員が言われたような取組を子どもたちにも意識 

づけする、中学校でも意識づけするというのをまた学校の方にしっかり伝えていただ

ければと思います。 

その他、質疑等はございませんでしょうか。 

委    員 （質疑なし） 

奥村教育長  よろしいですか。それでは特に質疑等ないようですので、議案第 46号「令和６年 

度高鍋町一般会計補正予算（第９号）について」は、御承認いただけますでしょう 

か。 

 委 員  はい。 

 奥村教育長  御異議なしと認めます。よって本案は、原案どおり承認することに決定いたしまし 
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奥村教育長 た。 

次に、日程第７ 議案第 47号「通学区域外就学の承認について」を議題といたしま 

す。提案理由の説明を求めます。 

教育総務課長  （１件について教育総務課長説明・審議） 

奥村教育長  議案第 47号「通学区域外就学の承認について」は、御承認いただけますでしょう 

か。 

 委 員  はい。 

 奥村教育長  御異議なしと認めます。よって本案は、原案どおり承認することに決定いたしまし 

た。 

次に、日程第８ 「区域外就学に関する専決処分について」の報告を議題といたしま 

す。事務局からの報告をお願いします。 

教育総務課長  （資料に基づき報告） 

奥村教育長  以上で「区域外就学に関する専決処分について」の報告を終わります。 

  続きまして、日程第９ 「新年度における通学区域外就学に関する専決処分につい

て」の報告を議題といたします。事務局からの報告をお願いします。 

教育総務課長  （資料に基づき報告） 

奥村教育長  以上で「新年度における通学区域外就学に関する専決処分について」の報告を終わ 

ります。 

次に、次回の定例教育委員会の日程等、当面の行事予定について確認をいたしま 

す。事務局の説明をお願いします。 

教育総務課長  （資料に基づき説明） 

 奥村教育長  只今の説明につきまして、質疑はございませんか。 

委    員  （質疑なし） 

奥村教育長  それでは、次回定例会の日程につきましては、事務局提案のとおり１月 10日(金)に 

開催するということでよろしいですか。 

委    員  異議なし。 

奥村教育長  御異議なしと認めます。次回定例会の日程は、１月 10日に決定いたしました。 

  以上で、本定例会に附議された案件は全て終了いたしました。これをもって閉会い 

たします。ありがとうございました。 

 

 

 上記は、高鍋町教育委員会のてん末に相違ないことを証明する。 

   令和 ７ 年 １ 月 10 日 

 

          高鍋町教育委員会 教 育 長 

 

          高鍋町教育委員会 教育委員 


